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■大人向けの本■
　①ヘヴン　 　　　　　 川上未映子　著
　②ＩＮ　　 桐野夏生　著
　③新参者 東野圭吾　著
　④読むだけですっきりわかる日本史
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 後藤武士　著
　⑤鳩山由紀夫と鳩山家四代　 森　省歩　著

■子ども向けの本■　
　①くまとりすのおやつ　 きしだえりこ　作
　②いろいろおせわになりました
　　　　　　　　　　　　 やぎゅうげんいちろう　作
　③こっぷ 　　　　 谷川俊太郎　作
　④あけてごらん　　　　　　　　 ブルーナ　作
　⑤表・グラフの書き方事典　 小西豊文　著

■大人向けの本■
　①ハング　　　　　 　　 誉田哲也　著
　②床屋さんへちょっと 山本幸久　著
　③仏事としきたり　浄土真宗　　 西原祐治　著
　④ＮＨＫ新漢詩紀行 石川忠久　著
　⑤イマドキ結婚の常識＆マナー　
　　　　　　　　　　　　　 ゼクシィ編集部　著

■子ども向けの本■　
　①ゆきのひ　 キーツ　作
　②おせちいっかのおしょうがつ
　　　　　　　　　　　　　　　 わたなべあや　作
　③おおきく振りかぶって ひぐちアサ　作
　④ジャガイモの絵本　 吉田　稔　作
　⑤目で見る戦争とくらし百科　 早乙女勝元　作

新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内新着図書案内

2月の休館日月の休館日
月曜日、祝日、28日

2月の休館日月の休館日
日曜日、月曜日、祝日、27日

16日（火）～19日（金）蔵書点検

仁多カルプラ図書室仁多カルプラ図書室 横田コミセン図書室横田コミセン図書室

寄贈ありがとうございました寄贈ありがとうございました
　仁多仏教会　様
　　　　　　金一封

国民健康保険コーナー

　　もしも、もしも、交通事故にあってしまったら交通事故にあってしまったら
　　　　　　　　　　　　病院で診療を受けた場合には、病院で診療を受けた場合には、必ず届出を必ず届出を・・・。
　交通事故など、第三者による行為でけがなどを負った場合には、原則としてその医療費は加
害者の負担となります。
　しかし、国民健康保険の被保険者の皆さんが保険証を提示し、医療機関で診察を受けられる
と、保険診療となるために、国保が一時的に医療費を立て替えることになります。
　これにより、後日、国保が被害者に代わって医療費を加害者に請求することになりますので、
万一交通事故などにあわれて病院で診療を受けた場合には、必ず健康福祉課（国保係）まで届
出をしてください。

＜届出の手順＞
　①警察に届け出る
　　交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」
　　をもらいます。　
　②国保の窓口に届け出る
　　国保の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
　　後日、その他必要書類の記入をお願いします。
　　　○届出の際に必要な書類
　　　　　・印鑑　・保険証　・事故証明書（後日でも構いません）

　※示談の前に届出を
　　　届出をされないで、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませてしまうと、第三
　　者行為の対象とならない場合がありますので、示談の前に必ず届出をしてください。
　　　
　　　　　　　　　　　　ご不明な点がございましたら、お問合せください。
　　　　　　　　　　　　　　　　健康福祉課　国保係（有線31-5121、電話54-2781）

水道の凍結防止対策について水道の凍結防止対策について水道の凍結防止対策について水道の凍結防止対策について
防寒の仕方寒の仕方
　①保温材を巻きます。
　　蛇口が破裂しやすい
　　ので、上まで完全に
　　包んでください。

　②メータボックスの中
　　に使い古しの毛布や
　　布切れ、発泡スチロ
　　ールなどを入れ、保
　　温してください。

③手近なものとして毛布、
　布などがあります。
　それを当てて、その
　上からビニールなど
　を巻き、保温材がぬ
　れないようにしまし
　ょう。

夜の冷え込みには気をつけましょうの冷え込みには気をつけましょう
　気温が0℃以下になると、防寒の不完全
な水道管は、凍ったり、破裂したりします。
早めに冬じたくしましょう。特に、
　○水道管がむき出しになっているところ
　○水道管が北側にあるところ
　○風当たりの強いところ
にある水道管は、要注意です。

水道管が破裂した時道管が破裂した時
　まず、止水せんをしめて水を止めます。
そして、破裂した部分に布テープを巻き
つけて応急手当をしてから、水道工事指
定店へ修理をお申し込みください。

水道が凍って出ない時道が凍って出ない時
　タオルをかぶせ、その
上からゆっくりとぬるま
湯をかけてとかします。
熱湯をかけると破裂やヒビ割れすること
がありますので、ご注意ください。

■お問合せ先／役場水道課
　有線 20－4282　電話 52－2676

「しまね企業ガイダンス「しまね企業ガイダンス
　（春期）（春期）」開催のお知らせ開催のお知らせ

島根県最低賃金島根県最低賃金
産業別最低賃金が改正されました産業別最低賃金が改正されました

　県内企業の採用担当者が、会社概要や採用計画な
どを情報提供する企業説明会を開催します。
◆日時・場所
　【松江会場】平成22年２月27日（土）11：00～
　　　　　　くにびきメッセ（松江市学園南1丁目2-1）
　【浜田会場】平成22年３月６日（土）13：00～
　　　　　　いわみーる（浜田市野原町1826番地1）
◆対象者　2011年3月卒業予定の大学、短大、高等専
　　　　　門学校、専修学校の学生及びその保護者
　　　　　の方　
◆参加企業　１月下旬頃から「ジョブカフェしまね」
　　　　　　のホームページに順次掲載
　　　　　　http://www.jobcafe-shimane.jp/
◆お問合せ先：　ジョブカフェしまね
　　　　　　　　電話 0852-28-0691

　島根県内の事業場で働くすべての労働者に、こ
の島根県最低賃金が適用されます。
〈産業別最低賃金〉
①製鉄・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 ：７４６円
②一般機械器具製造業 ：７３７円
③電子部品・デバイス・電子回路、
　電気機械器具等製造業

：６８８円

④自動車・同附属品製造業 ：７３９円
⑤百貨店・総合スーパー ：７０１円
⑥自動車（新車）小売業 ：７０６円
　　改正日は種別により異なります。
　　お問合せ先：島根県労働局労働基準部賃金室
　　　　　　　 ☎ 0852-31-1158
　　　　　　　 または、松江労働基準監督署
　　　　　　　 ☎ 0852-31-1166

　平成２２年４月から肝臓機能障害による平成２２年４月から肝臓機能障害による
身体障害者手帳が交付されます身体障害者手帳が交付されます

○対象者　・認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
　　　　　・肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
○手続き　申請書、診断書、写真（たて4cm×よこ3cm）
　　　　　を提出してください
　　　　　詳しい手続き方法や認定基準の内容につい
　　　　　ては、下記までお問合せください。
　　　　　お問合せ先：奥出雲町福祉事務所

有線31－5126　電話54－2541
島根県立心と体の相談センター
電話0852－32－5908


